
 

特 記 仕 様 書 

釜石市水道事業所 

１．この仕様書は、釜石市水道事業所の発注する、「令和２年度釜石東部

津波復興拠点整備事業に伴う配水管整備工事」に適用する。 

 

２．この特記仕様書に記載されていない事項については,岩手県県土整備

部発行「土木工事共通仕様書」によるものとする。 

 

３．主任技術者または、現場代理人には２級以上の土木施工管理技士をお

き、工事の安全に十分に留意すること。 

 

４．その他疑義が生じた場合、その都度監督員に協議し指示を受けるもの

とする｡ 

 

５．工期は令和 3 年 3 月 31 日までとする。 

 

 


